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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信端のハンズフリー装置及び受信端携帯装置にアプリケーションプログラムがそれぞ
れインストールされ、前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより前記受
信端携帯装置のアドレス帳データが取得され、前記アプリケーションプログラムにログイ
ンして使用を開始して専用サーバーに無線で接続される、アプリケーションプログラムの
インストール工程と、
　前記ハンズフリー装置が前記受信端携帯装置に無線で接続され、且つ前記ハンズフリー
装置がインターネットに接続される接続工程と、
　発信端の発信端携帯装置の通信用アプリケーションソフトウェアによりメッセージが前
記受信端携帯装置に発送され、前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムによ
り前記受信端携帯装置により受信された前記通信用アプリケーションソフトウェアのサー
バーから伝送された通知メッセージがキャプチャされる通信工程と、
　前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより前記通知メッセージの種類
、発信者及び内容が分析され、前記通知メッセージが前記ハンズフリー装置の表示部に表
示される通知メッセージの分析工程と、
　『返信』キーが押された後、前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムによ
り前記通知メッセージの発信者及び前記アプリケーションプログラムのアドレス帳データ
が照会されて、符合する場合、前記ハンズフリー装置は音声録音機能に切り換えられて音
声録音が開始され、前記受信端により次の段階で前記発信端に返信する音声返信メッセー
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ジが録音され、録音の完了時に『停止』キーが押されると、録音が完了した後に前記ハン
ズフリー装置は前記アプリケーションプログラムにより音声返信メッセージを前記発信端
携帯装置に伝送させ、前記発信端により前記受信端の音声返信メッセージが聴取可能にな
る音声返信工程と、
　前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより前記通知メッセージの発信
者及び前記アプリケーションプログラムのアドレス帳データが照会されて、符合しない場
合、前記アプリケーションプログラムにより前記通知メッセージの発信者及び前記受信端
携帯装置のアドレス帳データが再度照会され、電話番号がある場合、音声返信及び暫定保
存工程及びアプリケーションプログラムによる返信後のインストール工程を実行すること
とを含み、
　前記音声返信及び暫定保存工程では、前記ハンズフリー装置は同様に音声録音機能に切
り換えられて録音が開始され、録音の完了時に前記『停止』キーが押されると、録音され
た音声返信メッセージが前記アプリケーションプログラムにより前記専用サーバーに伝送
されて暫定的に保存され、
　前記音声返信及び暫定保存工程が完了した後、アプリケーションプログラムによる返信
後のインストール工程が実行され、前記アプリケーションプログラムにより提示メッセー
ジが前記発信端携帯装置に発送され、前記提示メッセージの種類はＳＭＳであり、且つ前
記提示メッセージの内容は前記アプリケーションプログラムのダウンロードページのアド
レスであり、これにより前記発信端携帯装置の所有者に前記アプリケーションプログラム
をダウンロードしてインストールするように提示し、前記発信端携帯装置に前記アプリケ
ーションプログラムがインストールされ、ログインされて使用が開始された後、前記発信
端携帯装置のアプリケーションプログラムが前記専用サーバーに接続されて暫定的に保存
された音声返信メッセージが取得され、前記発信端携帯装置により前記受信端の音声返信
メッセージが再生されることを特徴とする、
　ハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返信方法。
【請求項２】
　前記キーは、前記表示部の仮想キー或いは前記ハンズフリー装置の物理キーであること
を特徴とする、請求項１に記載のハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び
返信方法。
【請求項３】
　前記受信端携帯装置はｉＯＳ搭載スマートフォンであり、前記通知メッセージは低パワ
ーのブルートゥース（登録商標）（ＢＬＥ）方式により前記ハンズフリー装置に伝送され
、前記受信端携帯装置はアンドロイド（登録商標）搭載スマートフォンであり、前記通知
メッセージはＷｉＦｉ（登録商標）、ブルートゥース、もしくは低パワーのブルートゥー
ス（ＢＬＥ）方式により前記ハンズフリー装置に伝送されることを特徴とする、請求項１
に記載のハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返信方法。
【請求項４】
　通知メッセージの分析工程において、前記ハンズフリー装置により文字メッセージが音
声メッセージに転換されて再生されることを特徴とする、請求項１に記載のハンズフリー
装置による着信通知メッセージの受信及び返信方法。
【請求項５】
　前記アプリケーションプログラムによる返信後のインストール工程において、前記発信
端携帯装置に前記アプリケーションプログラムがインストールされ、ログインされて使用
が開始された後、前記専用サーバーにより同時に前記受信端及び前記発信端のアプリケー
ションプログラムＡが制御されてチャットルームが起動されることを特徴とする、請求項
１に記載のハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返信方法。
【請求項６】
　前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより前記通知メッセージの内容
が分析され、前記通信用アプリケーションソフトウェアのアプリケーションプログラムイ
ンターフェース（ＡＰＩ）が解読され、前記アプリケーションプログラムは同じアプリケ
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ーションプログラムインターフェース（ＡＰＩ）方式によりＳＭＳを代替させて前記提示
メッセージを前記発信端携帯装置の通信用アプリケーションソフトウェアに発送させるこ
とを特徴とする、請求項１に記載のハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及
び返信方法。
【請求項７】
　前記音声返信工程において、前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムによ
り前記通知メッセージの発信者及び前記アプリケーションプログラムのアドレス帳データ
が照会されて、符合しない場合、前記アプリケーションプログラムにより前記通知メッセ
ージの発信者及び前記受信端携帯装置のアドレス帳データが再度照会され、電話番号がな
い場合、前記ハンズフリー装置には１つ以上の前記受信端携帯装置のアドレス帳データが
前記表示部に表示されて前記発信端の身元の選択が行われ、選択確認後に前記音声返信及
び暫定保存工程、及び前記アプリケーションプログラムによる返信後のインストール工程
が実行されることを特徴とする、請求項１に記載のハンズフリー装置による着信通知メッ
セージの受信及び返信方法。
【請求項８】
　前記音声返信工程において、前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムによ
り前記通知メッセージの発信者及び前記アプリケーションプログラムのアドレス帳データ
が照会されて、符合しない場合、前記アプリケーションプログラムにより前記通知メッセ
ージの発信者及び前記受信端携帯装置のアドレス帳データが再度照会され、電話番号がな
い場合、照会結果の一致率に基づいてソートが行われ、ソート結果が前記表示部に表示さ
れて手動で選択されて発信端の身元の確認を行い、選択確認後に前記音声返信及び暫定保
存工程、及び前記アプリケーションプログラムによる返信後のインストール工程が実行さ
れることを特徴とする、請求項１に記載のハンズフリー装置による着信通知メッセージの
受信及び返信方法。
【請求項９】
　受信端のハンズフリー装置及び受信端携帯装置にアプリケーションプログラムがそれぞ
れインストールされ、前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより前記受
信端携帯装置のアドレス帳データがキャプチャされ、前記アプリケーションプログラムに
ログインして使用を開始して専用サーバーに無線でデータ接続される、アプリケーション
プログラムのインストール工程と、
　前記ハンズフリー装置が前記受信端携帯装置に無線で接続され、且つ前記ハンズフリー
装置がインターネットに接続される接続工程と、
　発信端の発信端携帯装置の通信用アプリケーションソフトウェアによりメッセージが前
記受信端携帯装置に発送され、前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムによ
り前記受信端携帯装置により受信された前記通信用アプリケーションソフトウェアのサー
バから伝送された通知メッセージがキャプチャされる通信工程と、
　前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより前記通知メッセージの種類
、発信者及び内容が分析され、前記通知メッセージが前記ハンズフリー装置の表示部に表
示される通知メッセージの分析工程と、
　『返信』キーが押された後、前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムによ
り前記通知メッセージの発信者及び前記アプリケーションプログラムのアドレス帳データ
が照会されて、符合する場合、前記ハンズフリー装置が音声録音機能に切り換えられて音
声録音が開始され、前記受信端により次の段階で前記発信端に返信する音声返信メッセー
ジが録音され、録音の完了時に『停止』キーが押されると、録音の完了後に前記ハンズフ
リー装置は前記アプリケーションプログラムにより音声返信メッセージを前記発信端携帯
装置に伝送させ、発信端により前記受信端の音声返信メッセージが聴取可能になる音声返
信工程と、
　前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより前記通知メッセージの発信
者及び前記アプリケーションプログラムのアドレス帳データのデータが照会されて、符合
しない場合、前記ハンズフリー装置に少なくとも１つ以上の前記受信端携帯装置のアドレ
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ス帳データが前記表示部に表示されて前記発信端の身元の選択が行われ、確認後に音声返
信及び暫定保存工程及び一アプリケーションプログラムによる返信後のインストール工程
が実行されることとを含み、
　前記音声返信及び暫定保存工程では、前記ハンズフリー装置が同様に音声録音機能に切
り換えられて録音が開始され、録音の完了時に前記『停止』キーが押されると、録音され
た音声返信メッセージが前記アプリケーションプログラムにより前記専用サーバーに伝送
されて暫定的に保存され、
　前記音声返信及び暫定保存工程の完了後に、アプリケーションプログラムによる返信後
のインストール工程が実行され、アプリケーションプログラムにより提示メッセージが前
記発信端携帯装置に発送され、前記提示メッセージの種類はＳＭＳであり、且つ前記提示
メッセージの内容はアプリケーションプログラムのダウンロードページのアドレスであり
、これにより前記発信端携帯装置の所有者にアプリケーションプログラムをダウンロード
してインストールするように提示し、前記発信端携帯装置に前記アプリケーションプログ
ラムがインストールされ、ログインされて使用が開始された後、前記発信端携帯装置のア
プリケーションプログラムが前記専用サーバーに接続されて暫定的に保存される音声返信
メッセージが取得され、前記発信端携帯装置により前記受信端の音声返信メッセージが再
生されることを特徴とする、
　ハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返信方法。
【請求項１０】
　前記キーは、前記表示部の仮想キー或いは前記ハンズフリー装置の物理キーであること
を特徴とする、請求項９に記載のハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び
返信方法。
【請求項１１】
　前記受信端携帯装置はｉＯＳ搭載スマートフォンであり、前記通知メッセージは低パワ
ーのブルートゥース（ＢＬＥ）方式により前記ハンズフリー装置に伝送され、前記受信端
携帯装置はアンドロイド搭載スマートフォンであり、前記通知メッセージはＷｉＦｉ、ブ
ルートゥース、もしくは低パワーのブルートゥース（ＢＬＥ）方式により前記ハンズフリ
ー装置に伝送されることを特徴とする、請求項９に記載のハンズフリー装置による着信通
知メッセージの受信及び返信方法。
【請求項１２】
　通知メッセージの分析工程において、前記ハンズフリー装置により文字メッセージが音
声メッセージに転換されることを特徴とする、請求項９に記載のハンズフリー装置による
着信通知メッセージの受信及び返信方法。
【請求項１３】
　アプリケーションプログラムによる返信後のインストール工程では、発信端携帯装置に
前記アプリケーションプログラムがインストールされ、ログインされて使用が開始された
後、前記専用サーバーにより同時に前記受信端及び前記発信端のアプリケーションプログ
ラムが制御されてチャットルームが起動されることを特徴とする、請求項９に記載のハン
ズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返信方法。
【請求項１４】
　前記音声返信工程では、前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより前
記通知メッセージの発信者及び前記アプリケーションプログラムのアドレス帳データのデ
ータが照会されて、符合しない場合、前記アプリケーションプログラムにより前記通知メ
ッセージの発信者及び前記受信端携帯装置のアドレス帳データが再度照会され、照会結果
の一致率に基づいてソ－トが行われ、ソ－ト結果が前記表示部に表示されて手動で選択さ
れて発信端の身元の確認が行われ、選択確認後に前記音声返信及び暫定保存工程、及び前
記アプリケーションプログラムによる返信後のインストール工程が実行されることを特徴
とする、請求項９に記載のハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返信方
法。
【請求項１５】
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　前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより前記通知メッセージの内容
が分析され、記通信用アプリケーションソフトウェアのアプリケーションプログラムイン
ターフェース（ＡＰＩ）が解読され、前記アプリケーションプログラムは同じアプリケー
ションプログラムインターフェース（ＡＰＩ）方式によりＳＭＳを代替させて前記提示メ
ッセージを前記発信端携帯装置の通信用アプリケーションソフトウェアに発送させること
を特徴とする、請求項９に記載のハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び
返信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　科学技術の日進月歩の進歩により、通信機能を有するモバイル装置が日常生活には不可
欠になり、モバイル装置の普及により人々の間のコミュニケーションに対する空間的或い
は時間的な障害が大幅に減少した。このため、モバイル装置の使用者は、いつでも好きな
時にメッセージを送受信できる便利さに慣れている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、どんな時間でもメッセージを送受信できるわけではなく、例えば運転中
等は操作できない。そこで、運転の安全性を確保させるために、現行法では運転中の手持
ち式モバイル装置の使用が禁止されており、使用者が運転中にモバイル装置を手に持つこ
とで行動が制限されて危険を招くのを回避させている。このため、市場ではハンズフリー
のマイクが普及し、ハンズフリーのマイクにより使用者はモバイル装置を手に持たずとも
通話可能になる。ただし、ドライバーはモバイル装置を手に持つ必要はないが、運転中の
通話はドライバーの思考を妨げ、注意力が散漫になるため、運転に危険が及ぶ。
　また、インターネットの発達に伴い、インスタントメッセージングは従来の通話方式に
囚われず、各種各様の通信ソフトウェアが従来の通話通信を徐々に代替してきている。例
えば、Ｗｈａｔ’ｓ　ＡＰＰ、ＬＩＮＥ、ＷｅＣｈａｔ（登録商標）、スカイプ（登録商
標）等や、さらにはソーシャルネットワークサービスのフェイスブック（登録商標）、シ
ョートメッセージサービス（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ、ＳＭＳ）或
いはＥ－ｍａｉｌ等の通信形式もある。上述のこれらの非通話方式の通信方式は、主に文
字メッセージを使用してメッセージの送信及び返信を行ってコミュニケーションを図るも
のであり、これにより受信者は読み取る時間を自由に決められ、読み取った後に充分に考
えてから時間がある時に返信できる。これはどんな場合でもやり取りできるわけではない
が、それでも時間的、空間的な制限を超えてコミュニケーション可能なため、普及してい
る。
　しかしながら、上述の音声通話はドライバーの注意力に確実に影響を与えるため、安全
上の問題がある。文字メッセージによるコミュニケーションもドライバーがモバイル装置
を手に持って閲読し、文字を入力してメッセージの送受信を行わねばならない。このため
、上述の各種通信方式はどれも運転中の使用において安全性を確保できず、改善の余地が
ある。
　当然ながら、市場ではドライバーが運転中にモバイル装置を持つ機会を減らすための装
置が提供されており、主にモバイル装置が電話を受けた場合、モバイル装置内の処理装置
により発信者の電話番号及びモバイル装置内に予め設定された連絡先データが照会され、
発信者の電話番号に対応する発信者の姓名が照会された後、発信者の姓名のデータが文字
データに転換され、その後に音声データに転換されて再生される。
　これによって、モバイル装置が電話を受けた場合、音声により発信者の姓名データを再
生し、ドライバーはモバイル装置を手に取らずに発信者の身元を選択して聴取するか否か
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を決定し、ドライバーが運転中にモバイル装置を持つ機会を減らす。しかしながら、上述
の装置は音声で発信者の身元データを提供するのみであり、データを交換してコミュニケ
ーションをとる目的は達成できず、ドライバーが運転に通信やコミュニケーションをとり
たいという欲求を抑えることができないため、危険性があった。
【０００４】
　そこで、本発明者は上記の欠点が改善可能と考え、鋭意検討を重ねた結果、合理的設計
で上記の課題を効果的に改善する本発明の提案に到った。
【０００５】
　本発明は、以上の従来技術の課題を解決する為になされたものである。即ち、本発明の
目的は、ハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返信方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するための、本発明に係るハンズフリー装置による
着信通知メッセージの受信及び返信方法は、受信端のハンズフリー装置及び受信端携帯装
置にアプリケーションプログラムがそれぞれインストールされ、前記ハンズフリー装置の
アプリケーションプログラムにより前記受信端携帯装置のアドレス帳データが取得され、
前記アプリケーションプログラムにログインして使用を開始して専用サーバーに無線で接
続される、アプリケーションプログラムのインストール工程と、前記ハンズフリー装置が
前記受信端携帯装置に無線で接続され、且つ前記ハンズフリー装置がインターネットに接
続される接続工程と、発信端の発信端携帯装置の通信用アプリケーションソフトウェアに
よりメッセージが前記受信端携帯装置に発送され、前記ハンズフリー装置のアプリケーシ
ョンプログラムにより前記受信端携帯装置により受信された前記通信用アプリケーション
ソフトウェアのサーバーから伝送された通知メッセージがキャプチャされる通信工程と、
前記ハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより前記通知メッセージの種類、
発信者及び内容が分析され、前記通知メッセージが前記ハンズフリー装置の表示部に表示
される通知メッセージの分析工程と、『返信』キーが押された後、前記ハンズフリー装置
のアプリケーションプログラムにより前記通知メッセージの発信者及び前記アプリケーシ
ョンプログラムのアドレス帳データが照会されて、符合する場合、前記ハンズフリー装置
は音声録音機能に切り換えられて音声録音が開始され、前記受信端により次の段階で前記
発信端に返信する音声返信メッセージが録音され、録音の完了時に『停止』キーが押され
ると、録音が完了した後に前記ハンズフリー装置は前記アプリケーションプログラムによ
り音声返信メッセージを前記発信端携帯装置に伝送させ、前記発信端により前記受信端の
音声返信メッセージが聴取可能になる音声返信工程と、前記ハンズフリー装置のアプリケ
ーションプログラムにより前記通知メッセージの発信者及び前記アプリケーションプログ
ラムのアドレス帳データが照会されて、符合しない場合、前記アプリケーションプログラ
ムにより前記通知メッセージの発信者及び前記受信端携帯装置のアドレス帳データが再度
照会され、電話番号がある場合、音声返信及び暫定保存工程及びアプリケーションプログ
ラムによる返信後のインストール工程を実行することとを含み、前記音声返信及び暫定保
存工程では、前記ハンズフリー装置は同様に音声録音機能に切り換えられて録音が開始さ
れ、録音の完了時に前記『停止』キーが押されると、録音された音声返信メッセージが前
記アプリケーションプログラムにより前記専用サーバーに伝送されて暫定的に保存され、
前記音声返信及び暫定保存工程が完了した後、アプリケーションプログラムによる返信後
のインストール工程が実行され、前記アプリケーションプログラムにより提示メッセージ
が前記発信端携帯装置に発送され、前記提示メッセージの種類はＳＭＳであり、且つ前記
提示メッセージの内容は前記アプリケーションプログラムのダウンロードページのアドレ
スであり、これにより前記発信端携帯装置の所有者に前記アプリケーションプログラムを
ダウンロードしてインストールするように提示し、前記発信端携帯装置に前記アプリケー
ションプログラムがインストールされ、ログインされて使用が開始された後、前記発信端
携帯装置のアプリケーションプログラムが前記専用サーバーに接続されて暫定的に保存さ
れた音声返信メッセージが取得され、前記発信端携帯装置により前記受信端の音声返信メ
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ッセージが再生されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、主にアプリケーションプログラムにより文字メッセージが音声メッセージに
転換されて、音声再生方式によりメッセージを伝達する。また、通知メッセージが受信さ
れた後に音声メッセージ方式により通知メッセージが返信され、使用者が運転中に携帯電
話を手に取ってメッセージ入力或いはメッセージ閲覧を行う機会を減らし、運転の安全性
を高める。
　さらには、本発明はメッセージ伝送方式により、発信端にアプリケーションプログラム
がインストールされていない場合に、発信端がインストールするように提示し、通信可能
な全ての連絡先に対してアプリケーションプログラムをインストールするように持続的に
促し、通信可能な全ての連絡先が同時に上述の目的及び効果を達成させ、自他共に利益を
得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明のフローチャートである。
【図２】本発明のシステム構成を示す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に図面を参照して、本発明を実施するための形態について、詳細に説明する。なお
、本発明は、以下に説明する実施形態に限定されるものではない。
【００１０】
　本発明の好ましい実施形態のハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返
信方法は図１及び図２に示すように、アプリケーションプログラムのインストール工程（
Ｉ）、接続工程（ＩＩ）、通信工程（ＩＩＩ）、通知メッセージの分析工程（ＩＶ）、音
声返信工程（Ｖ）、音声返信及び暫定保存工程（ＶＩ）、および、アプリケーションプロ
グラムによる返信後のインストール工程（ＶＩＩ）、を含む。
【００１１】
　アプリケーションプログラムのインストール工程（Ｉ）では、受信端１０のハンズフリ
ー装置１１及び受信端携帯装置１２にアプリケーションプログラムＡがそれぞれインスト
ールされ、ハンズフリー装置１１のアプリケーションプログラムＡにより受信端携帯装置
１２のアドレス帳データが取得され、ハンズフリー装置１１は腕時計、車載メイン装置、
車載音響機器、車載ヘッドアップディスプレイ、ＧＰＳ装置或いは車載ＰＣであり、前記
受信端携帯装置１２はｉＯＳ或いはアンドロイド（登録商標）が搭載されたスマートフォ
ンやタブレット端末であり、アプリケーションプログラムＡにログインして使用を開始す
ると専用サーバー２０に無線でデータ接続され、これにより、ハンズフリー装置１１及び
受信端携帯装置１２にアプリケーションプログラムＡが最初にインストールされた後、受
信端携帯装置１２のアプリケーションプログラムＡにより受信端携帯装置１２本体に保存
されたアドレス帳データが取得され、ハンズフリー装置１１のアプリケーションプログラ
ムＡは専用サーバー２０或いは受信端携帯装置１２を通してアドレス帳データの同調を行
い（アプリケーションプログラムＡのアドレス帳データ及び受信端携帯装置１２のアドレ
ス帳データを含む）、ハンズフリー装置１１、受信端携帯装置１２及び専用サーバー２０
のアドレス帳データの３者が同調され、受信端携帯装置１２が使用されると、受信端携帯
装置１２はアドレス帳データの変更を行い、これにより毎回アプリケーションプログラム
Ａが起動される度に最初にアプリケーションプログラムＡがインストールされた時と同様
に３者のアドレス帳データが同調され、ハンズフリー装置１１のアドレス帳データが同調
された状態に維持される。
【００１２】
　接続工程（ＩＩ）では、ハンズフリー装置１１が受信端携帯装置１２に無線で接続され
、本実施形態に係るハンズフリー装置１１及び受信端携帯装置１２はブルートゥース（登
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録商標）（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）、低パワーのブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌ
ｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ、　ＢＬＥ）、もしくはＷｉＦｉ（登録商標）方式で接続され、且つ
ハンズフリー装置１１本体はインターネットに接続されるか、受信端携帯装置１２を通し
てインターネットに接続される。
【００１３】
　通信工程（ＩＩＩ）では、発信端３０の発信端携帯装置３１の通信用アプリケーション
ソフトウェアＢは通信用アプリケーションソフトウェアＢのサーバー２１を通してメッセ
ージを受信端携帯装置１２に発送させ、発信端携帯装置３１から発送されたメッセージは
文字メッセージ、画像メッセージ或いは音声メッセージを含み、乗車中に受信端携帯装置
１２が待機状態にある場合、通信用アプリケーションソフトウェアＢにより対応するサー
バー２１からメッセージが受信端携帯装置１２に伝送され、同時に通知メッセージも伝送
され、本実施形態の通知メッセージは上述のメッセージの全部或いは一部の内容であり、
他の状況では発信端携帯装置３１の通信用アプリケーションソフトウェアＢにより通信用
アプリケーションソフトウェアＢのサーバー２１を通して通知メッセージのみが伝送され
て新しいメッセージが通知され、通知メッセージが受信端携帯装置１２の画面上に表示さ
れ、警告音を発して受信端携帯装置１２の使用者に通知され、受信端携帯装置１２の使用
者が予めインストールされた通信用アプリケーションソフトウェアＢを起動させ、通信用
アプリケーションソフトウェアＢが対応するサーバー２１に接続され、メッセージがダウ
ンロードされるか同調され、ハンズフリー装置１１のアプリケーションプログラムＡによ
り受信端携帯装置１２により受信された通信用アプリケーションソフトウェアＢのサーバ
ーから伝送された通知メッセージがキャプチャされ、発信端携帯装置３１はｉＯＳ或いは
アンドロイドが搭載されたスマートフォンやタブレット端末であり、受信端携帯装置１２
はアンドロイド搭載のスマートフォンであり、通知メッセージはＷｉＦｉ、ブルートゥー
ス、もしくは低パワーのブルートゥース（ＢＬＥ）方式によりハンズフリー装置１１に伝
送され、受信端携帯装置１２はｉＯＳ搭載のスマートフォンであり、通知メッセージは低
パワーのブルートゥース（ＢＬＥ）方式によりハンズフリー装置１１に伝送される。
【００１４】
　通知メッセージの分析工程（ＩＶ）では、ハンズフリー装置１１のアプリケーションプ
ログラムＡにより通知メッセージの種類、発信者及び内容の分析が行われ、例えば、通信
用アプリケーションソフトウェアＢの種類がＷｈａｔ’ｓ　ＡＰＰ、ＬＩＮＥ、ＷｅＣｈ
ａｔ、スカイプ等や、さらにはソーシャルネットワークサービスのフェイスブック、ショ
ートメッセージサービス（Ｓｈｏｒｔ　ＭｅｓｓＡｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ、ＳＭＳ）或い
はＥメール等の通信形式であるかが分析され、且つ発信者のユーザーネーム、ＬＩＮＥや
スカイプから伝送された使用者のアカウントやニックネームのデータ等が分析され、ハン
ズフリー装置１１のアプリケーションプログラムＡにより通知メッセージの内容が分析さ
れて受信された通知メッセージの種類が判断されて通知メッセージの種類の違いに基づい
て通知内容が読み取られ、通知メッセージは文字メッセージ、画像メッセージ或いは音声
メッセージを含み、アプリケーションプログラムＡにより通知メッセージの内容が画像メ
ッセージであると分析される場合、通知メッセージがハンズフリー装置１１の表示部１１
１に表示され、アプリケーションプログラムＡにより通知メッセージの内容が文字メッセ
ージであると分析される場合、ハンズフリー装置１１はＴＴＳ方式により文字メッセージ
が音声メッセージに転換されてハンズフリー装置１１により再生され、アプリケーション
プログラムＡにより通知メッセージの内容が音声メッセージであると分析される場合、ハ
ンズフリー装置１１により直接再生され、『再生』キー１１２が押されると通知メッセー
ジが再度再生される。
【００１５】
　音声返信工程（Ｖ）では、『返信』キーが押された後、ハンズフリー装置１１のアプリ
ケーションプログラムＡにより通知メッセージの発信者及びアプリケーションプログラム
Ａのアドレス帳データが照会され、且つ以下４つの状況でメッセージが返信される。
＜返信状況一＞
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　ハンズフリー装置１１のアプリケーションプログラムＡにより通知メッセージの発信者
及びアプリケーションプログラムＡのアドレス帳データが照会されて、符合する場合、ハ
ンズフリー装置１１は音声録音機能に切り換えられて音声録音が開始され、受信端１０に
より次の段階で発信端３０に返信する音声返信メッセージが録音され、録音が完了して『
停止』キー１１４が押されると、録音の完了後にアプリケーションプログラムＡにより音
声返信メッセージが発信端携帯装置３１に伝送され、発信端３０により受信端１０の音声
返信メッセージが聴取可能になり、且つ『返信』キー１１３が押されると、専用サーバー
２０により受信端１０及び発信端３０のアプリケーションプログラムＡが同時に制御され
てチャットルームが起動される。
＜返信状況二＞
　ハンズフリー装置１１のアプリケーションプログラムＡにより通知メッセージの発信者
及びアプリケーションプログラムＡのアドレス帳データが照会されて、符合しない場合、
アプリケーションプログラムＡにより通知メッセージの発信者及び受信端携帯装置１２の
アドレス帳データが再度照会され、電話番号がある場合、音声返信及び暫定保存工程（Ｖ
Ｉ）、及びアプリケーションプログラムによる返信後のインストール工程（ＶＩＩ）が実
行され、音声返信及び暫定保存工程（ＶＩ）では、ハンズフリー装置１１が同様に音声録
音機能に切り換えられて録音が開始され、録音の完了時に前記『停止』キー１１４が押さ
れると、録音された音声返信メッセージが前記アプリケーションプログラムＡにより専用
サーバー２０に伝送されて暫定的に保存され、音声返信及び暫定保存工程（ＶＩ）の完了
後に、アプリケーションプログラムによる返信後のインストール工程（ＶＩＩ）が実行さ
れ、アプリケーションプログラムＡにより提示メッセージが発信端携帯装置３１に発送さ
れ、提示メッセージの種類はＳＭＳであり、且つ提示メッセージの内容はアプリケーショ
ンプログラムＡのダウンロードページのアドレスであり、発信端携帯装置３１の所有者に
アプリケーションプログラムＡをダウンロードしてインストールするように提示し、ハン
ズフリー装置１１のアプリケーションプログラムＡにより通知メッセージの内容が分析さ
れ、通信用アプリケーションソフトウェアＢのアプリケーションプログラムインターフェ
ース（ＡＰＩ）が解読され、アプリケーションプログラムＡは同じアプリケーションプロ
グラムインターフェース（ＡＰＩ）方式によりＳＭＳを代替させて提示メッセージが発信
端携帯装置３１の通信用アプリケーションソフトウェアＢに発送され、発信端携帯装置３
１の所有者にアプリケーションプログラムＡをダウンロードしてインストールするように
提示し、ログイして使用が開始されると発信端携帯装置３１のアプリケーションプログラ
ムＡが専用サーバー２０に接続され、専用サーバー２０に暫定的に保存される音声返信メ
ッセージが発信端３０のアプリケーションプログラムＡに伝送され、発信端携帯装置３１
の所有者が受信端１０の音声返信メッセージを聴取可能になり、専用サーバー２０により
受信端１０及び発信端３０のアプリケーションプログラムＡが同時に制御されてチャット
ルームが起動される。
＜返信状況三＞
　ハンズフリー装置１１のアプリケーションプログラムＡにより通知メッセージの発信者
及びアプリケーションプログラムＡのアドレス帳データが照会されて、符合しない場合、
アプリケーションプログラムＡにより通知メッセージの発信者及び受信端携帯装置１２の
アドレス帳データが再度照会され、電話番号がない場合、ハンズフリー装置１１の表示部
１１１には１つ以上の受信端携帯装置１２のアドレス帳データが表示されて発信端３０の
身元が手動で選択されて確認され、或いはハンズフリー装置１１のアプリケーションプロ
グラムＡにより通知メッセージの発信者及び受信端携帯装置１２のアドレス帳データが照
会され、照会結果の一致率に基づいてソートが行われ、ソート結果が表示部１１１に表示
されて発信端３０の身元が手動で選択されて確認され、選択確認後に、前記ハンズフリー
装置１１により上述の返信状況二と同じ音声返信及び暫定保存工程（ＶＩ）、及びアプリ
ケーションプログラムによる返信後のインストール工程（ＶＩＩ）が実行される。
＜返信状況四＞
　ハンズフリー装置１１のアプリケーションプログラムＡにより通知メッセージの発信者
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及びアプリケーションプログラムＡのアドレス帳データが照会され、符合しない場合、ハ
ンズフリー装置１１に少なくとも１つ以上の受信端携帯装置１２のアドレス帳データが表
示部１１１に表示されて発信端３０の身元が選択され、或いはアプリケーションプログラ
ムＡにより通知メッセージの発信者及び受信端携帯装置１２のアドレス帳データが再度照
会され、照会結果の一致率に基づいてソートが行われ、ソート結果が表示部１１１に表示
されて発信端３０の身元が手動で選択されて確認され、選択確認後に、ハンズフリー装置
１１により上述の返信状況二と同じ音声返信及び暫定保存工程（ＶＩ）、及びアプリケー
ションプログラムによる返信後のインストール工程（ＶＩＩ）が実行される。
【００１６】
　キーは表示部１１１の仮想キー或いはハンズフリー装置１１の物理キーであり、物理キ
ーは前述の仮想キーの機能に対応する複数の物理キーないしは１つの物理キーであり、押
され方の違い毎に異なる機能に対応するように設定される。例えば、『返信』キーが１回
長押しされる、『停止』キーが１回短く押される、『再生』キーが２回短く押される等で
ある。
　このほか、『返信』キー１１３が設定時間表示されて『返信』キー１１３が押されなか
った場合、ハンズフリー装置１１のアプリケーションプログラムＡにより、忙しくて聴取
できない旨の音声メッセージが自動返信される。
【００１７】
　以上は本発明に係るハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返信方法で
あり、上述から分かるように、本発明は主にモバイル装置間でやり取りされる文字メッセ
ージが音声メッセージに転換されて使用者に受信され、使用者はモバイル装置を手に取り
時間をかけて文字メッセージを読む必要がなく、運転中にメッセージ交換を行う際の安全
性を向上させる。また、受信されたメッセージが音声形態に転換される以外、使用者は音
声方式によりメッセージを返信でき、同様に運転中に注意力を散漫させて文字メッセージ
を打つ状況を減らし、双方向のメッセージ交換の安全性を高める。
　さらに重要な点は、本発明は特別に専用サーバー２０が設置され、これにより通信を行
う双方のメッセージが専用サーバー２０内に暫定的に保存され、メッセージ交換を行う双
方がアプリケーションプログラムＡをインストールすると専用サーバー２０内に暫定的に
保存されたメッセージを取得できる。このように、通信を行う双方が通信を行う際の状況
に応じて即時にメッセージを聴取するか否か選択できる。さらに重要な点は、通信して即
時にメッセージを聴取できない場合、時間がある時に専用サーバー２０内のメッセージを
再度キャプチャできるため、即時の通信或いは即時ではない通信の効果を兼ね備える。
【００１８】
　また、本発明はメッセージ伝送方式により、発信端３０にアプリケーションプログラム
Ａがインストールされていない場合に、発信端３０にインストールするように提示し、通
信可能な全ての連絡先に対してアプリケーションプログラムＡをインストールするように
継続的に促し、通信可能な全ての連絡先が同時に上述の目的及び効果を達成でき、自他共
に利益を得られる。
【００１９】
　上述の実施形態は本発明の技術思想及び特徴を説明するためのものにすぎず、当該技術
分野を熟知する者に本発明の内容を理解させると共にこれをもって実施させることを目的
とし、本発明の特許請求の範囲を限定するものではない。従って、本発明の精神を逸脱せ
ずに行う各種の同様の効果をもつ改良又は変更は本発明の範囲に属する。
【符号の説明】
【００２０】
　１０　　受信端
　１１　　ハンズフリー装置
　１１１　表示部
　１１２　『再生』キー
　１１３　『返信』キー
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　１１４　『停止』キー
　１２　　受信端携帯装置
　２０　　専用サーバー
　２１　　サーバー
　３０　　発信端
　３１　　発信端携帯装置　
　Ａ　　　アプリケーションプログラム
　Ｂ　　　通信用アプリケーションソフトウェア
　　　　　アプリケーションプログラムのインストール工程（Ｉ）
　　　　　接続工程（ＩＩ）
　　　　　通信工程（ＩＩＩ）
　　　　　通知メッセージの分析工程（ＩＶ）
　　　　　音声返信工程（Ｖ）
　　　　　音声返信及び暫定保存工程（ＶＩ）
　　　　　アプリケーションプログラムによる返信後のインストール工程（ＶＩＩ）
【要約】
【課題】ハンズフリー装置による着信通知メッセージの受信及び返信方法を提供する。
【解決手段】主にハンズフリー装置のアプリケーションプログラムにより通信用アプリケ
ーションソフトウェアのサーバーから伝送される通知メッセージがキャプチャされ、文字
メッセージが音声メッセージに転換され、音声再生方式により通知メッセージの文字部分
が伝達され、且つ音声メッセージ方式により返信され、使用者が運転中に携帯電話を手に
取りメッセージを入力したりメッセージを閲覧する機会を減らして運転の安全性を高める
。さらに、本発明はメッセージ伝送方式により、発信端にアプリケーションプログラムが
インストールされていない場合に、発信端にインストールするように提示し、通信する可
能性のある全ての連絡先に対して継続的にアプリケーションプログラムをインストールす
るように促し、通信する可能性のある全ての連絡先が共に上述の目的及び効果を達成させ
、自他共に利益を得られる。
【選択図】図１
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